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諸
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熊 聡
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村 厚 (課長 【庁】)

税庁 課税部 法人課税課
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井 誠 (室長) 【済】

税庁 課税部 課税総括課消費税室
田 正義 (課長補佐 【庁】) 【済】
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浦 学 (係長 (国税実査官)【庁】) 【済】
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庁
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課 資  3

令 和 4年 4月  日

内閣総理大臣  岸 田 文 雄  殿

財務大臣  鈴 木  俊

参議院議員浜田聡君提出暗号資産モナコインの譲渡等に係る

税務上の取扱いに関する質問に対する答弁書について

標記について、別紙のとお り閣議を求めます。

●



参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
暗
号
資
産
モ
ナ
コ
イ
ン
の
譲
渡
等
に
係
る
税
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
及
び
二
に

つ
い
て

所
得
税
法

（昭
和
四
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
四
十
人
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
に
つ
い
て
は
、
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
と
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の

「
モ
ナ
コ
イ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の

「そ
の
者
に
対
し
て
寄
付
を
す
る
た
め
に
購
入

し
た
モ
ナ
コ
イ
ン
」
を
含
め
、
同
法
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
所
得
税
法
第
四
十
八
条
の
二
第

一
項

に
規
定
す
る
暗
号
資
産
と
し
て
取
り
扱

っ
て
い
る
。

三
に

つ
い
て

所
得
税
法
上
の
棚
卸
資
産
は
、
同
法
第
二
条
第

一
項
第
十
六
号
に
お
い
て
、
「事
業
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
に
係
る
商
品
、

製
品
、
半
製
品
、
仕
掛
品
、
原
材
料
そ
の
他
の
資
産

（有
価
証
券
、
第
四
十
人
条
の
二
第

一
項

（暗
号
資
産
の
譲
渡
原
価
等

の
計
算
及
び
そ
の
評
価
の
方
法
）
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
及
び
山
林
を
除
く
。
）
で
棚
卸
し
を
す
べ
き
も
の
」
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、　
一
般
に
販
売
目
的
で
保
有
さ
れ
る
資
産
と
解
さ
れ
て
い
る
。



四
に

つ
い
て

所
得
税
法
上
、
同
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
棚
卸
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
は
、
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
に
区
分
さ
れ
、

暗
号
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
も
、
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
所
得
税
法
施
行
令

（昭
和
四
十
年

政
令
第
九
十
六
号
）
第
八
十
七
条
は
、
暗
号
資
産
に

つ
い
て
、
「贈
与
等
の
場
合
の
棚
卸
資
産
に
準
ず
る
資
産
」
と
位
置
付
け

て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の

「
モ
ナ
コ
イ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
暗
号
資
産
に
該
当
し
、
御
指
摘
の

「た
な
卸
資
産
に
準
ず
る

資
産
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。

五
に

つ
い
て

御
指
摘
の

「所
得
税
法
施
行
令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
資
産
」
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
譲

渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
該
当
し
な
い
。

六
及
び
七
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
棚
卸
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
百
三
条
第
二
項
第

一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
、
当
該
被
相
続
人
が
当
該
棚
卸
資
産
に
つ
き
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
た
評
価

の
方
法
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。



ま
た
、
お
尋
ね
の
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
外
国
通
貨
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
百
十
九
条
の
六
第
二
項
第

一
号

の
規
定
を
踏
ま
え
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
、
当
該
被
相
続
人
が
当
該
外
国
通
貨
に
つ
き
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

て
い
た
評
価
の
方
法
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。

人
に

つ
い
て

相
続
税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
上
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
暗
号
資
産
の
価
額
は
時
価
で
あ
る
と
こ
ろ
、

そ
の
時
価
は
、
外
国
通
貨
の
評
価
方
法
に
準
じ
て
、
当
該
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
暗
号
資
産
に
係
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
の

公
表
す
る
相
続
が
生
じ
た
時
の
取
引
価
格
に
よ
つ
て
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。

九

に

つ
い
て

相
続
に
よ
り
取
得
し
た
暗
号
資
産
の
取
得
価
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
人
条
の
二
第
二
項
の
委
任
を
受
け
て
相
続
に
よ
り

取
得
し
た
暗
号
資
産
の
取
得
価
額
を
規
定
し
た
所
得
税
法
施
行
令
第
百
十
九
条
の
六
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
被

相
続
人
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
、
当
該
被
相
続
人
が
そ
の
暗
号
資
産
に
つ
き
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
評
価
の
方
法
に

よ
り
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
た
め
、

「所
得
税
法
に
お
け
る
取
扱
い
に
反
す
る
」
及
び

「所
得
税
法
の
趣
旨
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律



に
よ
る
委
任
の
根
拠
を
欠
き
、
憲
法
に
違
反
す
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
及
び
十
五
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の

「金
地
金
や
宝
石
」
に
つ
い
て
は
、　
一
般
的
に
は
資
産
の

価
値
の
増
加
益
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益
は
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
る
増

加
益
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

十

一
に

つ
い
て

御
指
摘
の

「収
集
品
と
し
て
の
支
払
手
段
や
金
地
金
と
兌
換
可
能
な
支
払
手
段
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
資
産
に
つ
き
、
資
産
の
価
値
の
増
加
益
が
生
じ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益

は
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
る
増
加
益
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

十
二
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の

「不
換
紙
幣
や
旅
行
小
切
手
」
に
つ
い
て
は
、　
一
般
的
に

は
資
産
の
価
値
の
増
加
益
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益
は
資
産
の
値
上
が

り
に
よ
る
増
加
益
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



十
三
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
用
の
古
銭
や
記
念
硬
貨
」
に
つ
い
て
は
、

資
産
の
価
値
の
増
加
益
が
生
じ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益
は
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
る
増
加
益
に
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

十
四
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の

「不
換
紙
幣
や
金
銭
債
権
」
に
つ
い
て
は
、　
一
般
的
に
は

資
産
の
価
値
の
増
加
益
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益
は
資
産
の
値
上
が
り

に
よ
る
増
加
益
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

十
六
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の

「指
定
席
特
急
券
や
美
術
館
入
場
券
」
に
つ
い
て
は
、
資

産
の
価
値
の
増
加
益
が
生
じ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
益
は
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
る
増
加
益
に
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

十
七
に

つ
い
て



お
尋
ね
の
鉄
道
事
業
者
が
提
供
す
る
乗
車
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
が
販
売
し
た
指
定
席
特
急
券
と
引

換
え
に
特
急
に
乗
車
さ
せ
る
と
い
う
役
務
の
提
供
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
法

（昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第

一

項
第
八
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
。

十
人
に

つ
い
て

お
尋
ね
の
記
録
事
業
者
が
提
供
す
る
記
録
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
他
者
が
保
有
す
る
暗
号
資
産
で
あ
る
モ
ナ
コ
イ
ン
を

対
価
と
し
て
、
あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
当
該
他
者
が
指
定
す
る
論
文
や
数
値
な
ど
の
デ
ー
タ
を
記
録
す
る
と
い
う
役
務
の
提

供
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
法
第
二
条
第

一
項
第
人
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
。

十
九
及
び
二
十
に

つ
い
て

御
指
摘
の

「
モ
ナ
コ
イ
ン
」
を
含
む
暗
号
資
産
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る

「資
産
」
に

は
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱

っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
支
払
手
段
と
し
て
の
性
質
や
資
産
の
価
値
の
増

加
益
が
生
じ
る
性
質
を
複
合
的
に
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
「資
産
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

個
別
具
体
的
な
資
産
の
性
質
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
十

一
に

つ
い
て



一
定
の
先
物
取
引
に
よ
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
先
物
取
引
が
、
価
格
変
動
リ
ス
ク
の
回
避
、
公
正
か
つ
透
明
な
価
格
指
標

の
提
供
等
の
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
幅
広
い
投
資
家
の
先
物
市
場

へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
の
観
点
等
か
ら
、
分
離
課
税
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
暗
号
資
産
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁
の

「仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書

（平

成
二
十
年
十
二
月
二
十

一
日
）
に
お
い
て
、
「原
資
産
で
あ
る
仮
想
通
貨
の
有
用
性
に
つ
い
て
の
評
価
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
現
時
点
で
は
専
ら
投
機
を
助
長
し
て
い
る
、
と
の
指
摘
も
あ
る
中
で
、
そ
の
積
極
的
な
社
会
的
意
義
を
見
出
し
難
い
」

等
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
評
価
も
含
め
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
分
離
課
税
の
対
象
と
は

し
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【関係法令】

○ 所得税法 (抄 )【昭和40年法律第33号】

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

一～十五の五 省略

十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、

原材料その他の資産 (有価証券、第四十人条の二第一項 (暗号資産の譲渡原価

等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸

しをすべきものとして政令で定めるものをい う。

十七～四十八 省略

2 省略

第二十三条 譲渡所得 とは、資産の譲渡 (建物又は構築物の所有を目的とする地上

権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用 させる行為で政令

で定めるものを含む。以下この条において同じ。)に よる所得をい う。

2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 ′

一 たな卸資産 (こ れに準ずる資産 として政令で定めるものを含む。)の譲渡そ

の他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得

3～ 5 省略

(た な卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入 )

第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産 (事業所得の基

因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産 として政令で定めるものを含む。以

下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相

当する金額は、その者のその事由が生 じた 日の属する年分の事業所得の金額又は

雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一 贈与 (相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ず

るものを除く。)又は遺贈 (包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。 )

当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額

二 著 しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額 と当該譲渡の時におけるそ

のたな卸資産の価額 との差額の うち実質的に贈与をしたと認められる金額

2 居住者が前項各号に掲げる贈与若 しくは遺贈又は譲渡により取得 したたな卸

資産を譲渡 した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額

又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

一 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得 したたな卸資産については、同

号に掲げる金額をもつて取得 したものとみなす。

定義

譲渡所得



二 前項第二号に掲げる譲渡により取得 したたな卸資産については、当該譲渡の

対価の額 と同号に掲げる金額 との合計額をもつて取得 したものとみなす。

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条の二 居住者の暗号資産 (資1塗塑壼望二[■主蚤並箋望至堕主二土二重塾墜登狙

五十九号)第二条第二■_童菫墨_
)に規定する暗号資産をい う。以下この条におい

て同じ。)につき第二十七条第一項 (必要経費)の規定によりその者の事業所得

の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけ

るその算定の基礎 となるその年十二月二十一 日において有する暗号資産の価額は、

その者が暗号資産について選定 した評価の方法により評価 した金額 (評価の方法

を選定 しなかつた場合又は選定 した評価の方法により評価 しなかつた場合には、

評価の方法の うち政令で定める方法により評価 した金額)と する。

2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例 )

第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林 (事業所得の基因となるも

のを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の

山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由

が生 じた時に、その時における価額に相当する金額により、これ らの資産の譲渡

があつたものとみなす。

一 贈与 (法人に対するものに限る。)又は相続 (限定承認に係るものに限る。)

若 しくは遺贈 (法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈の うち限定承認に

係るものに限る。 )

二 著 しく低い価額の対価 として政令で定める額による譲渡 (法人に対するもの

に限る。 )

2 省略

(贈与等により取得 した資産の取得費等 )

第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得 した前条第一項に規定する資産を

譲渡 した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑

所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有 していたものとみな

す。

一 贈与、相続 (限定承認に係 るものを除く。)又は遺贈 (包括遺贈の うち限定

承認に係るものを除く。 )

二 前条第二項の規定に該当する譲渡

2・ 3 省略

4 歴塾1旦菫董コ至≡適些登』巨三二E121:==量」【」盪亡ガヱ2杢|ユ遊豊:函LI国唖鐘じ匿Lこ二L二21=空五上:二!に」資返菫菫≧f塞立三

Lた賜全ヤニ主壁6_壷芙所得_2金笙=_山埜所得の金額二_譲渡所得2金額X生基所得
の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当

つ

ι

する金額により取得 したものとみなす。

艶塾墾Ш堕 :」n堕塑塾重聾堕二重金窒奎盤■_



○ 所得税法施行令 (抄 )【昭和40年政令第96号】

(棚卸資産の範囲)

第二条 法第二条第一項第十六号 (棚卸資産の意義)

は、次に掲げる資産とする。

一 商品又は製品 (副産物及び作業くずを含む。 )

.二 半製品

三 仕掛品 (半成工事を含む。)

四 主要原材料

五 補助原材料

六 消耗品で貯蔵中のもの

七 前各号に掲げる資産に準ずるもσ

に規定する政令で定める資産

(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産 )

第八十一条 法第二十二条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)に規定する

政令で定めるものは、次に掲げる資産 とする。

一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第二条各号 (た な卸

資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産

二・三 省 略

(自 家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十六条 法第二十九条 (た な卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に

規定する政令で定めるものは、第八十一条各号 (譲渡所得の基因とされないたな

卸資産に準ずる資産)に掲げる資産 (山林を除く。)と する。

(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲 )

第八十七条 法第四十条第一項 (棚 卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規

定する政令で定めるものは、飾 峯 ι
「

相 帝 十 ス谷 産  右 装 で 車 輩 所 得 の基 灰1ル

なるもの及び法第四十人条の二第一項 ( 暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評

価の方法)に規定する暗号資産 とす るハ

(棚卸資産の評価の方法 )

第九十九条 法第四十七条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方

法)の規定によるその年十二月二十一 日 (同 項の居住者が年の中途において死亡

し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)

において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定す

る政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法 (そ の年分の所得税について青色

申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に

ｎ
０



掲げる方法)と する。

一 原価法 (そ の年十二月二十一 日において有する棚卸資産 (以 下この項におい

て 「期末棚卸資産」 とい う。)につき次に掲げる方法の うちいずれかの方法に

よつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資

産の評価額 とする方法をい う。 )

イ 個別法 (期 末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価

額 とする方法をい う。 )

口 先入先出法 (期 末棚卸資産をその種類、品質及び型 (以 下この項において

「種類等」 とい う。)の異なるごとに区別 し、その種類等の同じものについ

て、当該期末棚卸資産をその年十二月二十一 日か ら最も近い 日において取得

した種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされ

た棚卸資産の取得価額をその取得価額 とする方法をい う。 )

ハ 総平均法 (棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別 し、その種類等の同

じものについて、その年一月一 日において有 していた種類等を同じくする棚

卸資産の取得価額の総額 とその年中に取得 した種類等を同じくする棚卸資産

の取得価額の総額 との合計額をこれ らの棚卸資産の総数量で除して計算 した

価額をその一単位当た りの取得価額 とする方法をい う。 )

二 移動平均法 (棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別 し、その種類等の

同じものについて、当初の一単位当た りの取得価額が、再び種類等を同じく

する棚卸資産を取得 した場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産

とその取得 した棚卸資産 との数量及び取得価額を基礎 として算出した平均単

価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産を取

得する都度同様の方法によリー単位当た りの取得価額が改定されたものとみ

なし、その年十二月二十一 日から最も近い 日において改定されたものとみな

された一単位当た りの取得価額をその一単位当た りの取得価額 とする方法を

い う。 )

ホ 最終仕入原価法 (期 末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別 し、その

種類等の同じものについて、その年十二月二十一 日から最 も近い 日において

取得 したものの一単位当た りの取得価額をその一単位当た りの取得価額 とす

る方法をい う。 )

へ 売価還元法 (期 末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率 (棚 卸資産の

通常の販売価額の うちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するた

めに通常要する価額を控除した金額の占める割合をい う。以下この項におい

て同じ。)の異なるごとに区別 し、その種類等又は通常の差益の率の同じも

のについて、その年十二月二十一 日における種類等又は通常の差益の率を同

じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率 (当 該通常の販売価額

の総額 とその年中に販売 した当該棚卸資産の対価の総額 との合計額の うちに

ａ

〓



2

その年一月一日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得 し

た当該棚卸資産の取得価額の総額 との合計額の占める割合をい う。)を乗 じ

て計算した金額をその取得価額とする方法をいう。 )

二 低価法 (期末棚卸資産をその種類等 (前号へに掲げる売価還元法により算出

した取得価額による原価法により計算した価額を基礎 とするものにあつては、

種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別

し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法

により算出した取得価額による原価法により評価 した価額とその年十二月二十

一 日における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法を

い う。)

省略

(棚卸資産の取得価額 )

第百三条 第九十九条第一項 (棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項

(棚 卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎 と

なる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資

産の区分に応 じ当該各号に掲げる金額 とする。

一～三 省略

2 次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金

額 とする。

一 贈与、相続又は遺贈により取得 した棚卸資産 (法第四十条第一項第一号 (棚

卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得 し

たものを除く。 ) 被相続 人の死 亡 の 時 l お いて、当該被相続人が当該資産に

2主墨 至主主2墜 」L螢型雪唖堕塑型
=二

型コ血i上上金笙

二 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得 した棚卸資産 当該譲渡の

対価の額と同号に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供

するために直接要した費用の額を加算した金額

3 省略

(暗号資産の評価の方法 )

第百十九条の二 法第四十人条の二第一項 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその

評価の方法)の規定によるその年十二月二十一 日 (同 項の居住者が年の中途にお

いて死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において

同じ。)において有する同項に規定する暗号資産 (以 下この項において 「期末暗

号資産」 とい う。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期

末暗号資産につき次に掲げる方法の うちいずれかの方法によつてその取得価額を

算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額 とする方法 と

Ｅ
Ｕ



する。

一 総平均法 (暗号資産 (法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をい う。

以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別 し、その種類の同

じものについて、その年一月一 日において有 していた種類を同じくする暗号資

産の取得価額の総額 とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得

価額の総額 との合計額をこれ らの暗号資産の総数量で除 して計算 した価額をそ

の一単位当た りの取得価額 とする方法をい う。 )

二 移動平均法 (暗号資産をその種類の異なるごとに区別 し、その種類の同じも

のについて、当初の一単位当た りの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資

産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産 とその取得

をした暗号資産 との数量及び取得価額を基礎 として算出した平均単価によつて

改定 されたものとみなし、以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同

様の方法によリー単位当た りの取得価額が改定されたものとみなし、その年十

二月二十一 日から最も近い 日において改定されたものとみなされた一単位当た

りの取得価額をその一単位当た りの取得価額 とする方法をい う。 )

2 省略

(暗号資産の評価の方法の選定 )

第百十九条の三 暗号資産の評価の方法は、その種類 ごとに選定 しなければならな

い 。

2・ 3 省略

(暗号資産の評価の方法の変更手続)

第百十九条の四 居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法 (そ の評価の方法

を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方

法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受け

なければならない。

2 省略

(暗号資産の法定評価方法 )

第百十九条の五 法第四十人条の二第一項 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその

評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号 (暗

号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方

法 とする。

2 省略

ハ
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(暗号資産の取得価額 )

第百十九条の六 第百十九条の二第一項 (暗号資産の評価の方法)の規定による暗

号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるも

のを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応 じ当該各号に定める金額とする。

一 購入 した暗号資産 その購入の代価 (購入手数料その他その暗号資産の購入

のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

三 前号に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産

の取得のために通常要する価額

2 次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金

額とする。

一 贈与、相続xは遺旦曽によ堕取得 した暗号資産 (法第四土条第一項笙三号 (棚

菫些墨崖壼2崖型菫笠望≧眩選当の絵里△金笙墓塾立 [こ 掲_lち_贈皇X盛遁型曽ヤニよ堕取得 _し _

たものを除く。)_被相続人の死亡の時において_二当該被相続人がその暗号資

産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価 した金額

二 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得 した暗号資産 当該譲渡の

対価の額 と同号に定める金額 との合計額

(信用取引による暗号資産の取得価額 )

第百十九条の七 居住者が暗号資産信用取引 (資金決済に関する法律第二条第七項

(定義)に規定する暗号資産交換業を行 う者から信用の供与を受けて行 う暗号資

産の売買をい う。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行

い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該

暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に

要 した経費 としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上

必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、

当該暗号資産信用取引において当該買付けに係 る暗号資産を取得するために要 し

た金額 とする。

「
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○ 所得税基本通達 (抄 )【昭和45年 7月 1日付直審 (所 )30】

(譲渡所得の基因となる資産の範囲)

33-1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第 2項各号に規定する資産及び

金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、

認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。

６
０



○ 資金決済に関する法律 (抄 )【平成21年法律第59号】

(定義 )

第二条

1～ 4 省略

5 この法律 において 「暗号資産 | とは、次に掲げるものをい う。ただし、金融商

品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項に規定する電子記録移転

権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、二」LLL
の 代 価 の 牟 済 の キ あ 不 蜂 常 者 に 対 し て 佳 用す る とが で き、 カ 不 特 申に の ｀つ

の者 を相手方 として 購 入及こ を行 うことができる財産的価値 (電子機器そ

の他の物に電子的方法により記録 されているものに限 り、本邦通貨及び外国通

貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組

織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方 として前号に掲げるものと相互に交換を行 うことができ

る財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

6～ 19 省略
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○ 相続税法 (抄 )【昭和25年法律第73号】

○ 財産評価基本通達 (抄 )【昭和39年 4月 25日 付直資56、 直審 (資 )17】

(邦貨換算 )

4-3 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則 として、納税

義務者の取引金融機関 (外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、そ

の取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場 (邦貨換算を行な

う場合の外国為替の売買相場の うち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに

準ずる相場をい う。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当

該相場の うち、課税時期に最も近い 日の当該相場 とする。)に よる。

なお、先物外国為替契約 (課税時期において選択権を行使 していない選択権付

為替予約を除く。)を締結 していることによりその財産についての為替相場が確

定 している場合には、当該先物外国為替契約により確定 している為替相場による。

(注)外 貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の 「対顧客直物電信

買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。

(評価方法の定めのない財産の評価 )

5 この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に

準 じて評価する。

10

(評価の原則 )

第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与によ

り取得 した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の

価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。



0 日本国憲法 (抄 )

〔納税の義務〕

第二十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔課税の要件〕

第八十四条 あらたに租税を課 し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律

の定める条件によることを必要とする。

11



(定義 )

○ 消費税法 (抄 )【昭和63年法律第108号】

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

一～七 省略

人 資産の譲渡等 事業 として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並び

に役務の提供 (代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲

渡若 しくは貸付け又は役務 の提供に類する行為 として政令で定めるものを

含む。)を いう。

人の二～人の五 省略

九～二十 省略

2～ 4 省略

(非課税 )

第六条 国 内 ι お い

‐

で
行 わ れ ふ 誓 産 謹 泄 竺 ら 法  口||キ 竺 一 ιア坦 ヵギス t、 の ιr i十の の

消費税を課 さない。

2 省略

○ 別表第一 (第六条関係)(抄 )

一 省略

二 金融商品取引法 (昭和二十二年法律第二十五号)第二条第一項 (定義)に規

定する有価証券その他 これに類するものとして政令で定めるもの (ゴルフ場そ

の他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除 く。 )

及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号 (定義)に規定する支払手段

(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他 これに類するものとして

政令至定めるもの (別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

三～十二 省略

O 消費税法施行令 (抄 )【昭和63年政令第360号】

(有価証券に類するものの範囲等 )

第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類す るものとして政令で定める

ものは、次に掲げるものとする。

一～四 省略

2・ 3 省略

4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するもの として政令で定めるもの

は、資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項 (定義 )

に規定立 る暗号資産_及 び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権 とす

る。

12



O 租税特別措置法 (抄 )【昭和32年法律第26号】

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例 )

第四十一条の十四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる

取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得 (以 下この項及び次条

において 「先物取引」とい う。)の 区分に応 じ当該各号に定める決済又は行使若

しくは放棄若 しくは譲渡 (以下この項及び次条において「差金等決済」とい う。)

をした場合には、当該差金等決済に係 る当該先物取引による事業所得、譲渡所得

及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条

の規定にかかわらず、他の所得 と区分 し、その年中の当該先物取引による事業所

得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額 として政令で定めるところにより計

算 した金額 (以 下この項において 「先物取引に係る雑所得等の金額」とい う。 )

に対 し、先物取引に係 る課税雑所得等の金額 (先物取引に係る雑所得等の金額 (次

項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定

の適用がある場合には、その適用後の金額)をい う。)の 百分の十五に相当する

金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の

金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の

規定の適用については、当該損失の金額は生 じなかつたものとみなす。

一 省略

二 金融商品先物取引等 (金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第二号ま

でに掲げる取引 (同 号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに

掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定

する市場デ リバティブ取引 (同 条第二十四項第二号の二に掲げる暗号資産又は

同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に

該当するものの うち政令で定めるもの又は同法第二条第二十二項第一号から第

四号までに掲げる取引 (同項第二号に掲げる取引にあつては、同項第五号から

第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。 )

で同項に規定する店頭デ リバティブ取引 ( 同条第二十四項第二号の二に掲げる

暗号資産又は同法 十九条の 第一項第九号に規定する 融指標 に係 る もの

を除く。)に該当するもの (第二十七条の十二の二第二項第一号に規定する金

融商品取引業者又は登録金融機関を相手方 として行 うものに限る。)をい う。

以下この号において同じ。) 当該金融商品先物取引等の決済 (当 該金融商品

先物取引等に係る同法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡 しが行われ

ることとなるものを除く。 )

三 省略

2・ 3 省 略
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○ 暗号資産に関する税務上の取扱いについて (情報)

暗号資産に関する税務上の取扱いについて (情報 )

令和 11年 6瑯 さtl)汁付「‖妻十資崚1■ 間する11遺 斉 1で1取扱い::1ついて (構報
'1を

1::謙′)七
=メ

や改1'「

したわで、執綺J〕 参考
‐
、7.最 し́たoヽ ,,

報

報

報

報
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情
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情
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課

課
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括

税

税

税

総
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課

税

人

人

産

諜

個

法

資

資産評価企画官情報

消 費 税 室 情 報

第12号

第 6号
第 9号
第23号

第 4号
第 3号

令和 3年 12月 22日

庁
課
課
課
課
官
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税
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税
総
課
課
課
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税
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人
産
翻
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国
課
個
法
資
資
消
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(別 添 )

暗号資産に関する税務上の取扱いについて (FAQ)

令和 3年 12月

国税庁
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'記載内事・・・・・・・・・・・・

晴号資産を低額 (無債)議注等 した場 (1)`′
)政褥 ・ヽ・・

晴号資|=:象 り:で損失が生 した|力;合 t',取扱い 。・・・・・・・・・・

晴場資壼了班 拠全11く IJl・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

晴り̂資 産′)鯖 ‖l1lk引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《法人縫間係)

職号資産′)|:議 11損 益′
'計 11時 驚・・・・・・・・・・・・

晴号奮産′
'1籍

|」 :i喘 :i

晴 )ナ資産仲期
'、

時1111ill価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|を行′った:場 合・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・
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↑i 晴や衰1丼 11■ :‖素:許I馨 るヽな t.織 濤補蘊書換・・・・・・・・・ サ`・ ・ “ 紙1

|́■ 絆ミfilヽ・ :ヽや与1■藩係 1■

lA ,:‖ 1ヽ・ 奮薄キS,裁ゃ錢 =汽■■譲載1)=′
=靖

台 。,ヽ 。,,・ ・・・・・・・ 87
11.=::義や機

`卜
:i‐■り象得 4メ1哺

'1・

警it:ギ ):澪鰤ぶ摯 ,・ ・・・・・・・・・・ 8ヽ1

■尋彙,|::等職 ‖ヽ:係レ

壼辛 靖 ili奮轟:■ ■4繊 lI等 い|え 二 。''・ ・・・・・・・・・・ “ン・・ ^" =寧

ヽ1,11驚 峙:覇 1係■

↑ヽ いキサ翁1帯 キ議裁 t.´ た場合「
|ヽ

薔彎織 ・ヽ・・・・・ '・ ・・ ・ヽ・・・・・ 10
1:0 査

=千
奎囃ギ1雄まま11,こ お:,も 1学::ざ1,,ヽ や。・ ,,・ ・・ "・ ・・・・ 。 111

ギユぷ 1‐ 1簿式::111繰 ,
本ヽ| :舞 対繊誨轟群ヽヽぜ)記義■要膏・ “・・・・・・ 'サ ・・・・ '・ ・・・・ ミ孝

鋼‐ 11奪簑書爽 :鞍
‐ヽギ

=増 取奮紺デi熱鑢r)記毅方法 n‐ ・・・ 。・ ,・ ・・・・・ 1=

群1‐

‡革

撃
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4 暗号責産の取響価額

問 翻内の暗号贅産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いまし

た。 この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。

(倒 :10揆 8日  2 BTCを S,000,0"露 で購入 した。購入時に手数料550網 舗 費税等込)を支

払つた。

響 上記 (擁 )の機合拌暗摯資麗の難得髄額は、購入の代懸2,000,060爾 ;.群薇特550円 を加轟じ

た2.000,550円 になります。

締号賛鍮鍮歌得綴鏑:ま、そ鍮取禅砕方法により、それぞれ次のとお摯とされてヽヽます8

なお、敢得擬額は、購入手数料など暗号資量命購入のため,こ 要した費理がある場合には、そ

の費燿鈴額を含む金額となります。

機 対癒を支払 ,́て取得 (購入)した場合

購入時:こ支払った対機の額

番 贈与又繊量鸞によ撥取得 した機舎
`次

の警織餞番を除1)

贈与又 :ま遺贈の時の振額 (時価)

◎ 相続人に対する鷲閣議与、糠統、包推量鸞スは相続人 :二 対する特定瞳贈により取得した場合

被相続人の死亡め時に、その構鑢統人が鑑号資産:こ 彎いて選択 していた方法 :こ より諄鸞 し

た金額 鶴 続人が死亡時 :こ保有する暗号賢産の評価額:)

の 上記以外の場合

その摯得時点の価額 総 轟〕

(注) 無縫摯外の蟻舎とは、鏑えば、時肇資産鶏上の交換、マイエング (採艤)、 分饗 雄分簗)な どにより

賭号警驚を取鶴した場合をいい、その場合の難秀価額磁 蕪鶴時点め繭類 (時篠):こな摯ます,なお、

分裂 く分岐)|こ よう暗号資繭を取得した機会●取得繭鶴籠機的です (r5 磯号資麗織分豊 (分崚)‐ に

より鏡 鴛鷹を取難し糞機モ清 参籐〕゙

【参考】消費税の課税事業者 (税抜経理方式を適用)である法人が、上記 (擁 )の取引を行う場合

の購入した暗号資産の取縛価額

上記 (窮)の場合の暗号資産の驚得価額は2,0粉1500円観 '`2):こ な ります。

(凛,1 溶鷺‐畿法で機、暗拳讐驚など導支払手段諄蛉磯議は丼鞣縫と栞れていますが、継摯鷺嶽交換義麟:I

対して雛り1の粋,諄として支払う手数料は、警力l↓係る段務め提供澤対描 lξ 鋏整し、難賛機の諜:税灘

象|こ なりまり.

2 本書取

`|を

行う鷲が濠鸞機法_れ ゆ隷機事業叢
=該

当し、かつ、機機羅理方式を適畿Lている蟻きに

機、手数料卜■含まオヽる湾費鞣等ψ難 (60円 二650円 1ヽ年 110)と 謀税窯う静 鷲儀の1額 輸∞椰輩650門

…縛籍)を 区分し、鰈盤取引繹対摘の議を薩号餐驚の支払対額め饉,〔嬢響した壺糠 42,()00,3∞ 務常

2,帥ф、0∞‐的●6撻円)が欝入した議今嚢滋総摯得個懸とな摯ます。

【関係法令等】

月辱1法 36、  37、 40

誘令119の 6
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爾 ・、.イ ●■ンタ・,ス ■` …:¥ン ダ、 レー)/デ ィングな

,■ ユ 、ゞ1電
「

,豪 :苺 :織 銭:i=■ ミ11.Iな 11■ すか.

y
よ 坤鏡 号憮,71 を患掛 じ,1繰ず)0)筆 1‐ :1ク我 《

6 マイ競ング、ステ…キング、いンディングなど|二 より暗号資農を取待した場合

答 F́イ 11)/ダ 、ステーキンダ、トンディレグおギ:■ .■

'111il(摯

資薮々数勢 L.た嬌書、そψ)驚書:=

ま:1い●1ず春1:■

=it射
櫓ヽ 1く :ltiよ人織で1)蒙難

=11無
士な|ます.

ti嗜卜蛉尊 ■‐f「 :1‐ レザ、,:ステーキング,.'レ ンディングl`=ド (象 FI″、″ギrl}/等 :キ

キヽキヽ :ミ す.1(1■ 1‐:::暗 尊・資素を崚:ヽ れた1尋 き、そび〕欺{1)1_た 澪お
=資

壷ご,‖摯1椰 ,点 珠ヾ11t=1畿醐麟)

:‐ 1′■‐ヽ‐
ギ誡|′:掛■を級●):ill■ :1鼻崚ム全銀 lill♂、1鎌■轟をヽ・(:111益 金ざ)額)li難 へt卜 れ、・ヾ イ

=ヽ

ンク
・
等:■ 要 liた lゞl輝 1■ |■ てヽ(■口::ド,鶯構 )計算 it薔 製経費

‐
11法 人撻 t‐

,■ ‡‐■ (ヽ1■ 曇全静様|卜 1■

沐入され拳t ⅢI:■ な 1`主 1・ (‐

r朧難法令等】

雨法17、 本本、1ヽ事、3=

蒙:霧 L=き、 ,2ギ1會

主手
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参 睡母資産取撃1の踊博区分

購 |■ .111■ 11た I■二、,|::1)ヽ 111ミ■ハ何●,善 (■ :|ヽIIIキ ユ ::い「 ■ヽ

答: 終ll l:ヽ褒生ま:■11:■ 上|,■ 1ミli拳:蕪漁、「|,111111‐ 鑓 :ノ ,I、螢崎キ:1無 |.11お |}、 球 1ヽ111た して:総1轟
:{li1l Iバ

:う)き ,ユ

まド■|‐.

'器 :サ
|ヽ夕餐′を戦ギ:111■

'メ
:i li:∴ 舞森(S結ズ:iヽ微≧ギ:ヽ わキl場な:ヽ 様ヽ:■ ■li意識きまう機擦)1■、

. ■ぃ、ぉ導.資
.|‖ 蠍り:14ビな1事 事業■麟島ふれる録介・‐・

" モ織彗i餐囃瀧ギ∫1:事■,|■ 1琴 等ギ,■嶽 :プII:,為 iI:=鋒 した,,のであふ滅台
.・ 11

を謙き、柑I"=:i■ il`:手Fさ れヽ十‐_

■■ :  :ギ 千奮:tミ華 :li'ま ■ヽ |′ヽ
「

絆
=紺

:4F薇■4尋 ユ1‐:1l l i、 母■1ゞ 、1ヽ■多奪二筆f:書 :薇 1、 11■・ .・111=+

キ■
‐
■■iい 4111,1‐ 1.::キ 戦 |゙:=養 与‐■■・う1■ :｀ ■■■|二■

=、
■●ヽ■き:=撃 (■ ‖t ri t三今 |二れま

= :=:=ま
せま 1ヽ1｀ )■ |■ 1ヽ■′,鶴れこ(■ 411■ :1:奮 鋒 l.プ 11■午■■,4場 台:=二1韓■i=、 11■凝|

■:業 若事.ヽ 難葺ミ|■ 111,・ (1義 ll i轟 や■11■″‐檬期11ヽ 轟ヽ■機 1/、 デ,嫌●二轟■,,114■ 1111卜;憮
“
|

十i葺 キ主琳奪1■1,1■_lt十 1

【鐘饉濃令等】

,苦講‡
=、

3S、 ■率

れま
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10 継号食産の議渡鷹続

鶴 次ザ,.ら1れ
'I、

ミ::繊 t,て |、嶽:猟餞仲|li:〕)☆裁キ薇賓し111_■ : ↓■聡β卜す)|′:いl灘 嶺ざ,薇奪ニ

1帯1~4蒸 ,実 渾無 1■
′‐工 てヽ織え

｀
1く だ

.さ
い.

1毎レ =■ 11,1:11韓 めてti■● 1‐

1ヽ● インキ!鵜 人 t.・ :Iぶ 舞、1:'警 t■ l■3■ 1歌葉:職 ,′::::鋤 入

車費翼‐11lIい .11年 奪fi質 ,1:撮 t食 景)(|)1鎌犠 :■ .1、 1や .ヽC)''｀:`ら ぶ
`■

1韓 iF、 澪 1漱

ヽヽ,Iギ
.,裁

1編 :1、 1、 ゆ31',ヽ0中 |',(3.5撃 1｀て1)で 導1●‐

(亀ぶ :卜・ :■ 11‐ 1:0 ■:3111を 1)ヽ 1ヽ ,(:卜 肇゙群で )ヽ詩 ム (報有1=ミ 鶯■1:ヽ 1ヽ 1ド

・ ●11」 011 21)|(Iな !`150,餃蛉 |｀l・ (‐購入 ,1織吉 :苺☆I:1峯 懸tt

, 7:1‐ :011 21::′rCを 0,う (l中10中1111■すこ1寧 (事表イ丁:女 登 1‐ 3ゞⅢ

。 9翼 131: 0.本 Iや
｀

「 を 1.11、 3(躊 Iサ :ご磁入 1無 キ軟遣 |IL本 1後
・
群

・ 1ヽ毒 II)彗  :繊縦Cを 2,ぶ′5,00(1:■1で ,お rS'ゞ喜tl有 :絞1鐘 1,1擦菫lし

:it〕 :二 、こな引|:(お いギ1喘
‐
サ資 1‐ぶ■先買手数料 :i´ )ヽ でヽ1■ 鐘賞

=・
1:い おヽヽ

:

等  れ
=ヽ

爆ゝ′,場 合、長■li均 i力 :Iふ〕しヽて1■ 8、 1輔 傘ゝ肇幸11、 霧艶11為 ユ:■お11ヽ
・■嫌11ヽ 1緯0`=1)'舞

lt,譲 :驚 :象檬七キヤヽ■■.

,・誠級秦箸サ翁主な繊義i的 :I■
til■

■″》方がそ″姜だ島1等 :■韓ろ|■ 1li全銀身計等
‐
1・ 41洋 i11,1.轟 ミ

ヽi蕩 ギヽ‐計ilを1争::う ぶ,要が('1111ず、

ぉ1島渋
`事

籍 :::'、 議́
'j・

資,‖ )ヾ織‖:|(帆 称 :t■i′ 卜::'イ レキI)II:11、 |:11■ 環
=与

か :｀ ,織 Ⅲ導 ,た

午構‐

`1111‐

い1).ヽ||キ 点で儀奪するよ:お 写・資磁ψ詳機秘 111,1■‐1(√職1や 11ミ 卦ヽ ,、.たギ
=褒

|:iヾ ヽ

歌持頼館 I韓1繰 ,|1彙 ギ,f湾
:・ 絲か 1)、 1,:午点 (電

'121::|:|:ヽ

■さムで特吉ヤ斗当ヽI壼 :静■1す嘉

機 ,■ ■ t畔 :いて11・ 榛t.■ す.

(1ざ )'等 ‐
=誇

点で機有すも晴け資壺ゲ響 難鑢1,■、■ヂ
'1ヽ

t有■4'1,I摯螢|ゞ1轟
'111■

鋒二せ■

磯撃性 )ヽ ■ |た
'〉
鏡lli)細熟 i:■ 1年末時点で保有する歌量1を式 Iヽ‐1求峰 :矢 ,■1(:年■彗争↓…

1‐

1中 111,11 11llた ■ギ,1欺 ′1‐ )i瀑撻 11)、 1鎌 、
14均漁 :|な■ 1移動、

1'螂 i上141,ぃ ずれ静ヽギ):11ざ 籠護
=ミ

1■ 点

'1■
轟・ 1‐ ĺittiち蕉.で ヽヽ 1主 ■.

1:1紺 t樫ルギ,‐ 撻占ザ
ー

1‐ 譲:攀 |;ヽ 僣 11、 そψ)詳綴方″F)漑 |(■ 1資ギ1‐ ■♯」■■たり:夕 十‐

崎 手 :≒ 株 , |■ 1ざ.輔喘絆溶1711・ 資轟:I■ tヽ
・で、

'卜

構奢ふ 機ヾさ・1・ 4猜 )1ヽ卜,|■′■
'静

議 |■

J'年 十(■ 鏡得 t.´ たI喘サ資壼薦職書爆無■′
'轟

雛 ,ビ 書ヽ:ヨ場十 :li奥 1‐ ブ〉晴サ奮

囃絆機ll,tむ楡 :′ (1計 算年111癬漱壮 1年 t沖点 '■ ■11学注■1■ ■ギ)漱 養籍隷 i

‐|づ・′ふな法をいぃ|ヽ 十.

事裁■■申1: |「 1=:難 ■|`轟靖 サ散■:I嗜 い・
1、 資輩ll餐‐

|■ ■1:1丼

'4′
盤11'1鷲 、二′1ヽ |ヽ 1‐ l.::|ヽ ■ |(

お ‐ヽヽ‐
1年有 .ヽ｀モヽ 1ヽ1,鏡 等衰′■|',簿無 iゞm籍ヤ(春時点・11(鶴 il■1■ 1ヽ)″li奮

=`,象
徴・1簿:|●(計難 t..11搬11薇 キ 11情 1争奪主

「
,1:11毒 単悧」||サ 1.・ ■ザ■|11111:鷲

:11‐ 1ヽヽ 議::バ1ヽ 嬌ヽ:〔 おいて峰:lI I■ 111'燎 鉢1:キ点 ,ヾ｀ li崎 1ヽ鑢 1■ 1年二尋ズユ幸

`り

1:キ t`ll二 11′l11ヾ ||ミit.11}無瀬:i お-1・ 4ル警tを |ヽヽ しヽ■・ :11‐

I嗜
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組平均法を鷲いた場合

以 下の計算式のとおり、1年 末時点で′1,:1単 位 )“ た 114′

'取
得価額 1::i021,200円 とな 11'、 1年末

時点で保冶十ろ摯号壼産め評1:11浦雌1鎌 931,800円 になります。

したがつて、:妻 渡原価は、3,1■ 6,101)門 :こ な
'1ま

す (1.01二 S00,■ ―,31,S101・ I),

く
=1算

式>

(1),1年 間ti 取得した,・種場 {|‐名蓄)。 )」音サ費生′理 得‐釜鸞●総額

● :年 1綺 |=ヤ 1(れ′た清 ・種類 IIも 存|め :1″ 与資
'中

,数士
=0年 末時点で善1単

“

当たり豪象得傷峡

(注〕 i詢 年から純り総した肇 }ヽ資 魔小島1/1〉 場合:こ |=、 ■ 1●41■それギ:l(■
Jitダ

'1嬌
犠、数 キヽを111,,■す_

Cl年 111]II数 得したビッ :ヽ
コイング)敢 得(,I額′)総額

9 1年 :計lli政 得したビットコインr)数 境

0年 末時点で● 1単位当た |:1口凛 得価額
`●

■0)

牟 午‐1く 時点で保有す/3ビ ッ |ヽ
コノング漕 価額 (0× l.5BIC)

4,037,800円

6.53TC

(i21,200111

031,8001彎

1ソ、ドゲ)計算式′■Lお り、「年末時点で(al単 位当た 0′■:kitl籠額 :it 638,.1■ 0:1:と なり、1年末

時点で保有十ろ暗号資

“
''評

価額 :|〔■957、 60(,日 :iな ります.

したがって、講:注埓〔価は、3,OSO,2()01■ 1に な 1111ま す 11,037.St)0円 ―,57.6001」 1う _

く計算itト

種穣 (名 称)′)異 なる暗け資鷹を敗得・
1~る 都度、次の計算式 i■ より平均単倍の見直しを行

います_

0'Iズ 持時点で保イ,す る同 鶯菫 (名 称)のま″やミ竜鼻簿機の総総
=.1,象尋|'やム,,'1均 |:靖 li

0取掛丼キ点で1姜有す剰″:・種類 (率 称)豪鷲″サ資逹劣|:紋嚢

(キ い 1 :il:'liか ´
=級 |,|′

`し
た時号資

"`｀

ある場合には、:● ■● 1■ それそれ|こ ■の価摯、数|'3ゝ キ31:拌 しま十.

2 ■r,年 12:113111,1■ r,厳 t近ぃ規iぉ tも て豫|ャリさマ、た :象沖 |キ点の平均準ヽ |が :午tFⅢ.::■ ま′,1

i上位 11た
',い

位得索:額 」とないます.

f用 いた場合

‐1: 取得時点の平均単価 (311111)

● 取得時点で保有するビットコインσ,緯価の総額

11)ll又 得時点で保有するビットコインご,数 量

0 取得時点tの 「ヽ1均 単価 (■,0)

1,845t000円

4 3TC

461,250円

21
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裁: 謀lψ l11,11単 点ギ,11着 手組 :ヽ(1:11が,:11,

111 ,館キドt点 で無有す斗
=■

,卜
“
イ).ザ溝 無/囃機

1(1.11.li(:ヽ :｀:  ヽ
`   

■,`|ざ 卜   1・   11x lゝ |●.|■('1‐
1,  ・,|

1==■■■11■ イ・ :.=|・ 1'■ :l■ ■|■
=ヽ

|| 、,I,1:it■ ●゙ 10●‐

書 漱祥籍1ドまで1■ 奮十らぎッ ,ヽ
:や ィンごや敵燻

■|1 携k得「:ド1■う.ヽ117':i壺麟 :11:Ⅲ ll)

,31 鎌掛靖点書平均lt:1熱 t9=|::↓ :i}

=: :裏
:警 II点 で1ヽ 古ヽ 1‐
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27 機綾や撥与により取得した時号贅産の評価方法
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○ 暗号資産交換業者登録一覧 (金融庁ホームページ)
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最高裁昭和 43年 10月 31日 判決 (昭和 41年 (行ツ)第 8号 )

「資産の値上 りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が

所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のもの

と解すべきであ (る )」
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藤 巻 健 史 君 :

未定稿

平成31年 3月 14日 (木)参 ・財政金融委員会 (抄 )

質問者 :藤巻健史 (維希 )

答弁者 :並木国税庁次長

麻 生財 務 大 臣

星 野 主税 局 長

(前略 )

今日はですね、最初に申し上げておきますけども、私は暗号資産というも

のは、特措法で、源泉分離 20%にするべきだとは思つてますけども、今日の

議論は、少なくても、総合所得の中でも雑所得 じゃなくて譲渡所得に相当

するんではないかという今日は議論をしてますので、分離課税のことは忘

れてください。将来また、そっちの方もするべきだと話 しますけども、少

なくとも、総合所得の中でも雑所得ではないでしょう、譲渡所得でしょう

という話を今日はしてますので、その辺を今日は確認 しておいていただき

たいのですが、次の話で、平成 30年 3月 20日 の参議院の財政金融委員会

で、私の質問に対し、藤井国税庁、当時の次長、今の国税庁長官が、資金

決済法上、外貨の決済のために、不特定多数の者に対して使用することが

できる財産的価値を想定されており、消費税法上も、支払手段に類するも

のと位置付けられていることも考慮すると、これによつて、譲渡所得の該

当性を排除しているわけですよ。要するに、私がなぜ譲渡所得ではないか

とお聞きになって、消費税法上も考えてこれは無理だと、要は、暗号資産

は支払手段であると、支払手段であるから、キャピタルゲインの生じない、

だから、譲渡所得ではないよという説明だつたと思うんですね。もう一つ、

去年 3月 20日の私の質問に対してですね、星野主税局長は、この取扱い、

これは雑所得という意味ですけど、日本円と外貨を交換 した場合の為替差

益が雑所得として総合課税の対象になることとのパランスを考えれば適当

なものと考えていらっしゃいますと、要するに外貨の課税関係との整合性

を考えて雑所得が適当だというふうにおっしゃったわけですよ。これ勘案

しますとね、要するに暗号資産というのは、支払手段であるからキャピタ

ルゲインを生じるわけがない、そしてもう一つは、外貨の課税関係との整

合性を考えて、だから雑所得だというふうに、私はお二人の発言から理解

したんですけど、それは違いますか。なぜ、その暗号資産が譲渡所得では

ないのか、その辺のロジックをちょつとお聞きしたいんですけど。

並 木 次 長 : お答え申し上げます。所 得 群 狭 上 議 〕彦所得 奮 産 諜 清 | よ る所 得 た申は の

義主主≦:止巳基:LL三二_当_該□蟹塾二」二塁重型匠1主重塵望凶望」堕笙ユ上:よ
ιりそのi彗

菫笙圧宣量三二日護左∠二量Ш生重」墾止_三二=」璽≧重産二塑直宣⊆望亘壁重墾ヒL
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て他に移転するの生機会としまして、三:望1菫:量|ヨ皇.L工重壁i塑:望i亜!壁塾墨堕主!笙

ているところでございます。

この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産につきましては、先程ご指

摘もございましたけれども、資金決済法上、「代価の弁済のために不特定の

者に対して使用することができる財産的価値」と規定されておりまして、ま

た、消費税法上も「支払手段に類するもの」として位置付けられていること

から、この譲渡益は、一般的に資産の値上が りによる増加益とは性質を異に

するものであるというふうに考えられるところでございます。そのため、国

税当局といたしましては、いわゆる晴号資産の譲渡による所得は、譲渡所得

には該当せず雑所得に該当するものとして取り扱っているところでござい

ます。

(中 略 )

藤 巻 健 史 君 : 分かりました。少なくとも、法律の中では「資産」という言葉を使ってい

るわけですけれども、それでまた、国税にお聞きしたいんですけれども、譲

渡所得の起因となりうる資産というのは、譲渡性のある財産権をすべて含む

広い概念である、こう私は理解 していますけれども、それで正しいかどうか

お教えください。

並 木 次 長 : お答え申し上げます。今おつしゃいましたところの「譲渡所得の起因とな

る資産」とは、一般的にその経済的価値が認められて取引の対象とされまし

のであると考えております。

したがいまして、国税当局としては、いわゆる暗号資産の譲渡による所得

は、一般的に譲渡所得には該当せず、雑所得に該当するものと取り扱ってい

るところでございまして、いわゆる暗号資産は、「譲渡所得の基因となる資

産」には該当しないものと考えております。

28

て、増加益が生じ登生うな全ての資産が含まれるものと解されているところ

でござ墜_菫立!ナ生ど豊二量の量菫口埜左整 Ω皿値の量童口埜止_墜墨生昼些重奎

登2童自 二2し主玉 !主二「董重亜量2基因と生昼量産」に墜該当LttL≧止 L≧⊇

ふうに考えております。

ご指摘の、いわゆる暗号資産については、先程申し上げたところでござい

ますけれども、資金決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使

用することができる財産的価値」と規定されておりますし、消費税法上も「支

払手段に類するもの」として位置付けられていることから、外国_通貨と同様

三二_重:塑痘:塾:当:壁:塾主亘艶菫の上±塾ユ昼:聾!壺:錘i菫座i五:堡_と_旦こ性質を晏弧I:L生:L



未定稿

平成31年 3月 20日 (水)参 ・財政金融委員会 (抄 )

質問者 :藤巻健史君 (維希 )

答弁者 :並木国税庁次長

安倍総理大 臣

麻生財務大 臣

星野主税局長

(前略 )

【質疑】

藤巻健史君 : 今回も暗号資産の税制、そ して外貨預金の税制についてお聞きしたい

と思いますが、現在、暗号資産は雑所得ですね、雑所得 というのは他

の 9分類と違いま して、他の 9種類の所得区分のいずれにも該当しな

い所得と規定されているわけです。ですか ら、暗号資産を雑所得と国

税当局が主張 している限 りですね、譲渡所得であるとか一時所得であ

るということを否定するのは私ではなくて、私がそれを立証する必要

はな くて、国税当局が、譲渡所得ではないよ、一時所得ではないよ、

だか ら雑所得だよ、というロジックをおつしゃらな くてはいけないは

ずだと思います。そこで、前回の質疑を振 り返つてみるとですね、結局私

が暗号資産の譲渡益というのは、譲渡所得ではないかというふうに申し上げ

たときに、国税当局のほうは「暗号資産は改正資金決済法上も消費税法上も

支払手段であるから譲渡所得でいう資産ではない」というロジックだつたと

思うんですよね。確認をしたいのですが、要は、暗号資産は支払手段であ

り資産ではない、だか ら譲渡所得ではないよ、という主張かと思いま

すが、いかがで しょうか。

並木国税庁次長: 前回の繰り返しになる部分もございますが、所得税法上、:壼泣所得は、「資

産Ω董重|三 生登工堡」止 立塞杢墨二童りまし二。当_該亜堡|二対立る墨菫|:塾
|

「資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、

量⊆些墾i艶|ヨi壼:童_の支酉己を調堕!≦:⊥二:堕|ヒ:量:望z型巴金_旦:=これを奎:蓋!上:二

課税する趣旨」と されております。

この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産は、資金決済法上、「代価

の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規

定されており、消費税法上も「支払手段に類するもの」として位置付けられ

ていることから、暗号資産の譲波益は、資産の値上がりによる増加益とは性

質を異にするものと考えられるところでございます。

このため、国税当局としては、暗号資産は「資産」ではあるものの、「譲渡

所得の基因となる資産」には該当せず、その譲渡による所得は、一般的に譲

渡所得には該当しないものとして取り扱つているところでございます。
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藤 巻 健 史 君 : 議論の論点が明確になりました。要するに暗号資産というのは、「資産」

ではあるけれども、「譲渡所得の基因となる資産」ではない、という説明で

よろしいでしようか。

並木国税庁次長 : お答え申し上げます。今答弁したとおりでございまして、そのとおりでご

ざいます。

藤 巻 健 史 君 : 暗号資産は支払手段でもあるとおっしゃっていましたけれども、支払手段

というのは、キャピタルゲイン、値上がり益とか値下が り損というのは生

じるんでしょうか。

星野主税局長 : お答え申し上げます。只今国税庁からお答えしたとおり、暗号資産は、資

金決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ

る財産的価値」と規定されております。消費税法上も「支払手段に類するも

の」とされているところでございます。こうした現行法令を踏まえれば、壁

号資産につきま しては外国通貨と同様 |こ、本邦通貨との相対的な関係の中で、

理塾堕上=上壁墜左立三二と二菫上正三上=二土L自墜重回直コ≧昼菫童上」L二

おり、「資産の価値の増加益」を観念することは困難と考えております。こ

のため、国税当局においては、暗号資産の譲渡による所得は、一般的

に譲渡所得には該当せず、雑所得に該当するものとして取り扱つてい

るというふうに承知をしております。
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・饉|る 翼鋳書:難織する難)、 その鬱4鶏黎ス鐘

盛1絡職び盤霧をその購轟:歌零奏菫俸甕轟冤鶴戦

31銀篠轟議菫録舞の農t=警無爆|て

“
るとき。

苺め案鋳:よ轟づ難後鷲をする麟轟允鶴繭CI

O 爾轟免鶴欺,1角畿金等決鮮をする審が、そ患)

え》め鱗轟鷺:鶴
F薫鸞ま彙

=饉
轟爾議事鷺を議歌して

'`轟
繭轟取孝I霧:あ麟えをする警、その構の鍵

鷲叉
`栽

名融 ひ電節折を、そ鍮蘭議議取琴:磨酔う撻

鍾鶴 れて,ヽ ると議. そ輔 轟織略欅そ4蕪
轟11'疇 裁お

'つ

て行う爾轟先鶴難菫:

0壕 を1,夕^織轟1歌携擁等転、.燿籍鶏爾簿舞議鷺鸞

等が行中た商品発構欺導:に ついて騒奎等決済が

あった機‐.参絵鐘、僣の購驚奪等の機九擁類、そ

晏鸞め鵞義及蓼策緩、その畿甍攀議鱗ごな窪携

舞鉾方議、その塞聰 :こ饉轟難轟棘 多:

の構難、轍 及び鸞価の鐵スは約篤価格等その

議―蓬峰事獲警鍵畿した「霧轟先機驚多:に鶴す

暮艤警』を、その霧轟糞1糠‐数機織議鸞嘩織藩麟

島つた獲峰轟する勇め聾湾策摯嚢で競、そめ驚

畠難31驚等の,鷲在壌め斯難,飩:務‐讐轟義機機しな

:ケ鐵 ならないことこ藝れてしヽ嚢す (1饉鶴滋総1

砕1《《酵事多

2 徴黛の内容

工臨 雄:鐵:鹸

`!機

:轟機 機:鐘澱書繭:亀

`鐵

購 :灘

.選鷺笙黎鐵遷目蜜麟蓋二鍼ふ醸』競出臨菫
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資二重識餞
=亀

網饉臨重議鷺藤二機
=轟=.鸞=こ

漱惑盈劇翻議優議滅風襲懸饉鐵性

露
`燿

蹴 ,之:ヒ2良二金』畿:議
“
慾城鋼二識濾i臨:議風

`露

笙避灘鐵 L鼠饉鍾議
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麟麟畿鷲餞麓盆量鍮ヒ墨二Lと」ご
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=と

,露通饉搬蛾滅議_戚
=奎

慶鰺重饉選鐵菫奎麗

`雷

餞 i畿難鬱 :朧鐘 6饉艦菖と :茎1_菫惚讐饉鐘」壼,

3餞鷲
=童

嵐 L盤亀理
=態

1餞鶏躍麗虫菫敵饉餞漁議趣 L

:饉饉遮ぶ鐵バ
“
為翻饉麟鬱臨Z濃露圏ヒ鑽臓饉戯=腱艶 )

8二番議幾畿餞調駐雄雷畿』議鐵
=塗==亀

。属
=鐵

鐘斃ど

,驚猛醸醒艦姦二量:翻轍熊居疑鐵籠轟鮨鐵騒二壺轟麓畿黎

ム極議二嘉嵐

また.撼鶴取31:こ爆恣織壺肇決鱗
―
をしたこと:こ

よつ壼れた畿金の壼議め,ち に、そ場籐壼等織鱗

をした我の議する攀 4覧議導嘩1纂機継摯新機等

場奮糠硼・露上控除してもなお撥鍮しなれない壼
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すプシ鷲ン0奏機
`鷺

艤姜禁):1よ り菫

轟撫難警資う《鷲る|〉 議機が鸞拳黎れる数

誓;t,名機イか篠′ヽ譲でみ驚撃:を 菫篤難であ

ことができる権鶏:‡係るものに驚を譲す。)

泰 盤難襲鬱オプシ謗ン難尋:(鐵 轟燿鶴驚,I

議鷲議彙第1苺壌鶴蕩摯〉

議鷺識承雛ふ等あ毎か蓼め籍驚した難艤

と雄蕪にあ:=る 数艤との鍵饉議づいて髪奎

の機甍警行う政移:

く驚, 上難二腱び濠命驚響ヽ作議轟義して、資

癬霧オブシ議ン瀧警などが轟苺奮す。

② 金機欝議取多:濠第2粂鯛22囃華薔サから第

4摯 崚でに機げ薔駐サ|(鍋壊黎3苺

“

携げる

歌薔:義姦っては、麟曜策参摯から幣ず撥まで

縫鰺 ず峯難撃:を農菫警嫁ることができる権穫

裟饉為ものを餘きます。)で詢鎖:こ畿菫する

意鐵デ1″
′《テイプ願簿:韓級当するもの……そ

の構鱗ぽ呼′専ティプ歌事:峰擁灘(そ奪驚饉デ

■メサイソ:薫弾を1饉纂鋼棗第競壌緯驚驚す纂

壼朧麟轟拗壼讚しが響われるとととな基もの

を鞍きますゥ)

拶鍼俸肇酸韓まま、壺畿纏轟欝機及事:諄鶴翁畿欝

轟奪鑢:こ 旗らな■年で攀われる数棒歌寧:が鷲驚

となり憲奮.

イ 偽畿取引〈奎畿鐵轟取攀:法撃鵞轟第鸞項

鱗l摯)

携賞鍮斎1事磯燭 籠の一定鍮鰺爾は鷺い

て蓋畿薔轟及びその燿盤の授費を擁する発

鷲であって、その警燃め翔おとなゃ澪いる

鶯畿饉轟峰壼震なス凛驚鱗しをしたとき
`ま畿鶯駒畿受義よって轟灘奮苺ことがで象等

黎」

`壼 繊機先漉靭事!(壼議驚轟壌
`:機

罐2姦鶴

鱗職能2摯

'鶴1事暑があらかじ奉薩議機‐雛となて籍鷺

すら難饉と将集めヽ食の時麟|=お 1,お 数櫨

命驚韓轟づいて算機される金鍮 甍を籍

する節:移

`

`難'ふ
雛イ晨y機命簿【撃!繰欝轟としで、羅警

準ドI》襲サ:、 外続議篠競終全彙登:な ぽがあ

摯ます。

′ヽ オブや霧ン歌難

`鷺

畿議轟驚蓼:漉慾豊農

第3塗:霊繁3彎 ,

纂彎筆豊t拳 …三なゆ饉鵜銀惨ジ澪tiよ り絡事脅鱒

,こ 彗いて一鷲め鞣〕1を威ま暮せることがで

奉轟艤鑽を驚‐獲方が鶴1畿‐警の"方姜壼与機、

幾事麟鍮…書がこれ義鮮して鷲畿警壼幌う

ことを鍋する取91検畿爾轟め麗買、上縦こ

イ驚び黎姿驚驚鱗び事二驚鍛嘉學難樹を裁驚

させる象と藩鮮できる権黎特饉義ものは難幸

ます。)

機 構檬オブシ蕩ン驚サI(金巖饉轟驚撃;護驚

盆条攘舞磯繋4肇)

鷹嬢推機として轟鏃か霧奉擁意する難鬱

と意薫霧撃警戦つた路麟 :豊 麟け轟金麟撥糠

の数機の後に轟づいて策itl華 れる金端を緩

受すな戦樹鬱成立させる義とができる櫂義

を櫨手霧欝轟滲警め一方な■繊事し、轟薬麟

う一露議織これ輸舞多て舞‐儀を翼払うことを

務する撃辱:

(鍵}上鍵″ヽ玖が二の取撃総饉品として.鞭籍

機母擁難驚簡難難
`1豫

′.(― F参～ル驚拶:、

議賞摯プシ爾ンなどがあります。

1:3:, 1金 醸難轟象義法第2粂筆ユ囃欝19号 に構:ダ

お有価露難で金議轟曇取

`:繊

機上機されてい

なヽヽもの篠 鷲壺畿畿轟輩艤:iおいて行う難

多:であ奮可爾縦霧褒壌難3鬱機鶴げる難31と

難懇の欺
=:に

篠為権利を妻承するものを難き

ますぐ,ゆ輩機 '・ '・
―その右畿饉春に表示され

轟権機蒔金構(そ の織擁群より爾養第餞鯛轟

擁定する壺畿麟轟の受繭じが籍われること孝

なるものを輸おます。)勝 しくは飲鵞業はを

の有饉議黎み艤灘 金畿議轟欺剃業者纂対す

場もめそ苺機め―鐵め鑢畿it難 をます。レ

i為俸磯鑑機,ソ わヽ華るカバ“ドフラントと

して来孝1黎 れて,ヽ みもので篠難賓藍(鸞灘鰯

機の株鱗や擁饉難数)主〔ついて、一定の難難

(権彰華贅攀}:‡ 轟らわじ―饉凝轟られた機機

権ヾ纂指続饉鑽,と縫澄饉鷲く時饉)とみ幾鷺

を畿け戦あ磯とができ義機射くオブション,

― l14…

・“・"‐擁視待1鷲擁鑽湊警 (藍嚢・饉雛甕鶯灘饉)申戦‖.…Ⅲ…

を筵:i蒙化|しな宥燃繊難で上場されていないも

のを鱚鶏査麟驚轟輩機 こヽ麟いて行う象撃:寸藻

ってオ′シ筆ン:寝,1と
―
畿撤織驚夢i韓盤機構騨

を襄示するものを難ぶ菫す。).が対鎮となや

ます。

11雄0から0ま でのた機取:10難甍峰濃灘は犠蓬

艤失め覇轟もこ鉾‐畿饉確難玲罐 議》筆ますゥ

(ti 発機議網の議金等決鱗織饉る機発礫醸機控隷

先務取31の推:金議決溌観係蓄薇失の轟鑢撥購

の対鍵となる棄犠驚ヨ1●壌鷺響決済は、魚慾
`,1命尭鬱節晨撃

'務

機鶯等装灘な簿じです鉾で、.二 :譲

機構の悽鐵鷺癬 1ついて1譲,機の競得と

て議‐種され、艤象徴寝だ
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金   融   庁

4.仮想通貨デ リバティブ取引等への対応

(1)仮想通貨デリバティブ取引の現状と規制導入の必要性
現在、半数近くの仮想通貨交換業者において、仮想通貨の証拠金取引が提供されている。これは、仮想通貨

を原資産とするデリバティブ取引 (以下「仮想通貨デリバティブ取引」)の一形態であり、今後、更に新たな

デリバティブ取引の類型が登場することも想定される。

2017年度において、仮想通貨デリバティブ取引は、仮想通貨交換業者を通じた国内の仮想通貨取引全体の約

8割を占めている中、仮想通貨交換業者におけるシステム上の不備やサービス内容の不明確さ等に起因する利

用者からの相談が、金融庁に対して相当数寄せられている。

また、多くの主要国が仮想通貨デリバティブ取引を金融規制の対象としている中、現状、我が国においては

金融規制の対象とはされていない。一方で、現行の金融商品取引法においても、原資産の如何を問わず、デリ

バティブ取引を金融規制の対象とし得る枠組みは存在 している。

仮想通貨デリバティブ取引については、原資産である仮想通貨の有用性についての評価が定まつておらず、

また、現時点では専ら投機を助長している、との指摘もある中で その積極的な社会的意義を見出 し難い。

しかしながら、既に、国内において相当程度の仮想通貨デリバティブ取引が行われており、利用者からの相

談も相当数寄せられている現状を踏まえれば、仮想通貨デリバティブ取引については、これを禁止するのでは

なく、適正な自己責任を求めつつ、一定の規制を設けた上で、利用者保護や適正な取引の確保を図っていく必

要があると考えられる。

卜
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